
関係機関が参加するＵ・Ｉターン就職相談会を隔月定期開催

＜湯沢町・商工会のコメント＞
今後も地域の発展と人材確保を

積極的に推進していくため「就職
相談会」を継続的に開催すること
で、地域ニーズに答えたいと思い
ます。

＜労働局コメント＞
関係機関が連携することにより、
移住希望者・参加企業に対して本気
度が伝わり、また相談内容も多岐に
わたるものが可能となる。
また、就職相談会を「定期的」に
行うことより、関係機関との目標の
共有が進み、今後とも連携を強化す
る基盤が構築しててきていると感じ
る。

国と地方自治体の連携による雇用対策好事例

【目的】

≪照会先≫新潟労働局職業安定部職業安定課・・（ＴＥＬ：025－288－3507）http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)

【新潟県南魚沼郡湯沢町】 【新潟労働局ハローワーク南魚沼】

【実施概要】

【役割分担】

県外・町外に在住する湯沢町出身の学生及びＵターン希望者、湯沢町に魅力
を持っているＩターン希望者に対して、東京都内にあるセンター・ハローワーク
を活用し、町内事業所情報等を積極的に発信。また、定期的に湯沢町・湯沢町商
工会・ハローワークが就職相談会を共同開催。
著しい人口減少傾向にある湯沢町の、地域産業活性化と人材確保を図ること

を目的とする。

◆「就職相談会」：３回開催、計４２名の参加、述べ５１件の採用予定企業情報の
提供・定住移住に係る各種支援制度等の相談。

◆「就職相談会・合同面接会」：参加事業所１０社、参加者３０名。

【効果】

◆ 一般求職者、新規学校卒業予定者とその家族を対象とした定期的な「就職
相談会」の実施（隔月定期開催）。
（相談内容）
町：定住・移住に係る支援制度の相談 商工会：各事業所の企業情報
国：事業所の求人募集状況、職業訓練制度など

（周知方法）
東京都渋谷区にある新潟Uターン情報センターにおいて、利用者に周知するとともに、職員が大学
等への訪問を実施。Ｕ・Ｉターン希望者に対する地域情報（町内のイベント情報等）も提供。

◆「就職相談会・合同面接会」の開催（年一回開催）
※ 面接会・相談会に来た者に対しては、ハローワーク求職登録後（未登録の場合）、定期的
に求人情報をダイレクトメールにより提供。また、帰省時はハローワークへの来所勧奨と来
所時における担当者制による個別相談・紹介を実施。

【湯沢町】
◆周知・広報

【湯沢町商工会】
◆会員企業への周知

【ハローワーク】
◆ 所内・関係機関への周知
◆ Ｕ・Ｉターン登録者、一般求職者、新規学校卒業予
定者に対するＤＭによる周知・参加勧奨


